
【風水害】前線に伴う降雨による防災情報（第４報） 

  

 

平成３０年８月６日 ０４：２０ 

 

東北地方整備局災害対策本部は、平成 30 年 8 月 5 日 17:10 に発令した警戒体

制（風水害）を平成 30 年 8 月 6 日 01:00 に非常体制（風水害）へ移行。 

なお、東北地方整備局管内で災害対策機械を派遣しており、活動状況等は、以

下のとおりです。 

 

 

〈体制状況〉 

 ・5 日 11:00 注意体制発令 

前線に伴う降雨により、道路3支部（能代河川国道、秋田河川国道、湯

沢河川国道）が注意体制に入り、道路室が注意体制を発令したため。 

 

 ・5 日 17:10 警戒体制発令 

前線に伴う降雨により、道路３支部（山形河川国道、秋田河川国道、湯沢

河川国道）が警戒体制に入り、道路室が警戒体制を発令したため。 

  

・６日 01:00 非常体制発令 

前線による大雨により、最上川水系鮭川の岩清水水位観測所で計画高水

位を超過し、氾濫の恐れがあるため。 

 

 

〈大雨・洪水の状況〉 

 河川 最上川水系鮭川 岩清水水位観測所 6 日 0:50 計画高水位を超過 

                →6 日 3:20 計画高水位を下回る（点検中） 

    最上川水系最上川 古口水位観測所 6 日 4:20 氾濫危険水位を超過 

 

 

〈災害対策機械〉 

 ・山形県東田川郡三川町押切新田地内 

   排水ポンプ車 １台（設置中） 

   照明車    １台（稼働中） 

 



 ・山形県東田川郡三川町押切新田（二丁排水）地内 

   排水ポンプ車 １台（設置中） 

 

 

〈通行止め区間〉 

山形県 ① 通行止め区間（国道１３号主寝坂トンネル） 

日時：平成 30 年 8 月 5 日 17:50～ 

区間：山形県最上郡金山町外沢（177.8kp） 

～山形県最上郡真室川町及位（182.5kp） 

        理由：連続雨量が 150 ㎜を超えたたため 

 

② 通行止め区間（国道４７号） 

日時：平成 30 年 8 月 5 日 22:00～ 

区間：山形県最上郡戸沢村古口猪鼻（144.2kp） 

～山形県最上郡戸沢村古口草薙（152.2kp） 

理由：連続雨量が 150 ㎜を超えたたため 

 

③ 通行止め区間（国道４７号） 

日時：平成 30 年 8 月 5 日 22:50～ 

区間：山形県最上郡最上町大字大堀字鍋越（107.5kp）付近 

理由：連続雨量が 150 ㎜を超えたたため 

 

④ 通行止め区間（国道４７号） 

日時：平成 30 年 8 月 6 日 0:30～ 

区間：山形県最上郡戸沢村大字蔵岡（137.15kp）付近 

理由：土砂崩れのため 

 

⑤ 通行止め区間（国道 112 号） 

   日時：平成 30 年 8 月 6 日(月) 2 時 20 分～ 

   区間：山形県鶴岡市大宝寺地内 

理由：土砂崩れ、倒木のため 

 

⑥ 通行止め区間（日本海東北自動車道） 

日時：平成 30 年 8 月 6 日（月）0 時 40 分～ 

区間：あつみ温泉 IC～鶴岡西 IC 

理由：降雨による通行規制             以上 



これまでの防災情報 

 

【風水害】平成 30 年 8 月 5 日降雨に伴う防災情報（第３報） 

 

平成３０年８月６日 ０１：００ 

東北地方整備局災害対策本部は、前線に伴う降雨により平成 30 年 8 月 5 日 17:10 に発令

した警戒体制（風水害）を平成 30 年 8 月 6 日 01:00 に非常体制（風水害）へ移行しま

す。 

 

【理由】 

前線による大雨により、最上川水系鮭川の岩清水水位観測所で計画高水位を超過し、はん

濫の恐れがあるため。 

 

 

【風水害】平成 30 年 8 月 5 日降雨に伴う防災情報（第２報） 

 

平成３０年８月５日 １７：１０ 

東北地方整備局災害対策本部は、前線に伴う降雨により平成 30 年 8 月 5 日 11:00 に発令

した注意体制（風水害）を平成 30 年 8 月 5 日 17:10 に警戒体制（風水害）へ移行しま

す。 

 

【理由】 

前線に伴う降雨により、道路３支部（山形河川国道、秋田河川国道、湯沢河川国道）が警

戒体制に入り、道路室が警戒体制を発令したため。 

 

 

 

【風水害】平成 30 年 8 月 5 日降雨に伴う防災情報（第１報） 

 

平成３０年８月５日 １１：００ 

東北地方整備局災害対策本部は、前線に伴う降雨により平成30年8月5日11:00に注意体制

（風水害）を発令します。 

 

【理由】 

前線に伴う降雨により、道路3支部（能代河川国道、秋田河川国道、湯沢河川国道）が注

意体制に入り、道路室が注意体制を発令したため。 


